
北海道発達障害者支援

（9：00～16:30）（9：00～16:30）



学校 家族

医療機関障害福祉
サービス

道北地域センター

北海道発達障害支援道北地域センター「きたのまち」は、平成 17年度に
社会福祉法人旭川旭親会が北海道から事業委託を受けて設立されました。

□ 保健所　□ 障害者就業・生活支援センター
□ 地域づくりコーディネーター

□ 保健所　□ 児童相談所
□ 地域づくりコーディネーター

発達障害者支援センター

③  バックアップ体制の整備 地域連携体制構築や困難事例等の支援への助言

地域の関係機関との連携体制を整備する

■ ①の関係機関を参集し、市町村協議会の『部会』などを活用し、地域の課題、連携体制について協議
■ ①の関係機関の連携体制を『市町村担当係』『市町村子ども発達支援センター』『児童発達支援センター』
　 等が中心となり連携体制を整備する
     （例：ケース事例検討会、勉強会等定期的に開催）

②  地域連携体制の整備 地域の関係機関との連携体制を整備する

障がい児（者）、家族へ各役割を提供する
■ 乳幼児健診での早期発見、療育へ繋げる
■ 障がい児（者）への支援　　　　　■ 家族（親・きょうだい）への支援

①  障がい児（者）、家族への支援 障がい児（者）、家族へ各役割を提供する

■ ②での地域の課題・連携体制について助言を行う。
■ ②での連携体制整備への助言を行う。
■ ①での支援が困難ケースに対するアドバイスを行う。（個別支援、事業所等の支援体制整備等）
■ ①職員の資質の向上に関する研修会の開催

■ ①の関係機関を参集し、市町村協議会の『部会』などを活用し、地域の課題、連携体制について協議
■ ①の関係機関の連携体制を『市町村担当係』『市町村子ども発達支援センター』『児童発達支援センター』
　 等が中心となり連携体制を整備する
     （例：ケース事例検討会、勉強会等定期的に開催）

■ 乳幼児健診での早期発見、療育へ繋げる
■ 障がい児（者）への支援　　　　　■ 家族（親・きょうだい）への支援

②  地域連携体制の整備

①  障がい児（者）、家族への支援

多方面から本人とその家族をサポートいたします多方面から本人とその家族をサポートいたします
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保育所等

学校 家族

児童発達
支援事業

医療機関

障害福祉
サービス

市町村
保健センター

児童発達支援センター
市町村子ども発達支援センター

お問合せ　電話　（0166）38-1001

放課後等 
デイサービス

北海道発達障害者支援
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